
 

 

軽四輪自動車メンテナンスリース契約書（案） 

 

 １ 契約の目的  軽四輪自動車メンテナンスリース 

 

 ２ 契約金額   月額        円 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額       円） 

          総額              円 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額       円） 

 

 ３ 契約期間   令和 ８年 ８月 １日から 

          令和１３年 ７月３１日まで 

 

 ４ 保管場所   大分県後期高齢者医療広域連合 駐車場 

          （大分県大分市東春日町 17 番 20 号 大分第２ソフィア

プラザビル） 
 

 ５ 契約保証金   

          

 

 ６ その他の事項 前５項に定める以外の事項については、以下の契約事項

に定めるとおりとする。 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

発注者 大分市東春日町１７番２０号            

             大分県後期高齢者医療広域連合 

広域連合長 足立 信也  ㊞ 

 

 

受注者                          

            

            

                                   ㊞ 



 

 

 

 

発注者 大分県後期高齢者医療広域連合 広域連合長 足立 信也 を甲

とし、受注者               を乙とし、甲乙間において、

次の条項により、軽四輪自動車（装備品及び付属品を含む。以下「車両」と

いう。）のリースに関する契約を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この契約は、甲が以下に定めるところにより車両を乙から賃借し、

これを常時正常な状態で使用できるよう乙が仕様書に定めるところにより

点検、整備等を行い、もって車両の適正な運行を図ることを目的とする。 

２ 前項の車両の自動車検査登録における所有者を乙とし、使用者を甲とし、

使用の本拠の位置を甲の指定する場所とする。 

 

（メンテナンスリース期間） 

第２条 車両のメンテナンスリース期間は、頭書規定する契約期間とする。 

 

（メンテナンスリース料） 

第３条 メンテナンスリース料は、頭書に規定する契約金額とする。 

２ 契約の開始又は終了の月の日数が一月の日数に満たない場合であっても

日割計算は行わないものとする。 

３ 取引に係る消費税及び地方消費税の額は、契約期間中に税率等が変更と

なったときは、その変更税率等により算定するものとする。 

 

（車両の検査及び引渡し） 

第４条 甲はメンテナンスリース期間の開始日において、車両の検査を行い、

検査に合格したときに当該車両の占有権を引き続き保持するものとする。 

２ 乙は、前項の規定による引渡しの前に、その負担において当該車両に係

る自動車取得税及び自動車重量税の完納、自動車車検登録、自動車損害賠

償責任保険への加入、その他車両の運行に必要な一切の手続を完了させな

ければならない。 

３ 当該車両の引渡しに要する一切の費用は、乙の負担とする。 

 

（メンテナンスリース料の支払方法） 

第５条 メンテナンスリース料は、月ごとに支払うものとし、甲は、車両の

メンテナンスリースが行われた月の末日が経過した後、乙の提出する適正



 

 

な請求書を受理した日から３０日以内にメンテナンスリース料を乙に支払

うものとする。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第６条 乙は、この契約によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は

継承させてはならない。ただし、あらかじめ書面による甲の承諾を受けた場

合は、この限りではない。 

２ 甲は、この契約によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承

させてはならない。ただし、あらかじめ書面による乙の承諾を受けた場合は、

この限りではない。 

 

（車両の使用、保管） 

第７条 甲は、その引渡しを受けた車両につき善良な管理者の注意をもってこ

れを使用し、保管しなければならない。 

２ 甲は、車両を第三者に使用させてはならない。ただし、乙は、車両に広告

を掲載させることに同意するものとする。 

３ 甲は、乙が車両の使用及び保管状況を確認するため車両の保管場所への立

入り、説明、資料の提供を求めた場合は、これに応じなければならない。 

 

（事故報告等） 

第８条 甲は、車両の使用に当たり事故（人身事故を含む。）を生じさせたと

きは、速やかにその旨を乙に報告するものとする。 

２ 甲は、事故により損傷させた車両の修理を行う場合は、乙の承諾を得た上

で行うものとする。 

 

（賠償責任） 

第９条 甲は、車両の使用に関し第三者に損害を与え、又は第三者との間で紛

争が生じた場合は、責任をもって当該損害を賠償し、又は紛争の解決を図る

ものとする。この場合において、甲は、自動車損害賠償責任保険の適用が必

要と認めるときは、乙と協議するものとする。 

２ 甲が前項の規定により損害を賠償する場合において、当該賠償金額が自動

車損害賠償責任保険及び任意自動車保険契約により補填される保険金額を超

えるときは、当該損害賠償金の不足分については、甲が負担するものとする。 

 

（経費の負担） 

第１０条 車両の維持管理に要する経費（車両に係る軽自動車税その他の公租



 

 

公課並びに車両の継続検査、法定点検その他の点検整備、自動車保険及び消

耗品の交換若しくは補充に係る経費をいう。）は、乙の負担とする。 

２ 乙は、車両の継続検査、法定点検その他の点検整備等を実施する場合は、

あらかじめ甲と協議の上、当該車両に代わる車両（以下「代車」という。）

を定め、乙の負担により当該代車を甲に引き渡さなくてはならない。ただし、

甲の責めに帰すべき事由により当該車両の損害を修繕するとき、又は甲が代

車を必要としない旨乙に通知したときは、この限りではない。 

３ 甲の責めに帰すべき事由による当該車両の損害の修繕に要する費用は、甲

の負担とする。ただし、当該損害が著しく、当該車両の修繕に過分の費用を

要する場合の処理方法については、甲、乙協議して定めるものとする。 

４ 甲は、乙の承諾を得た上で、甲の負担により、車両の改造（規格、装備品、

附属品、その他の仕様を変更することをいう。以下同じ。）を行うことがで

きる。 

５ 車両に係る経費の負担が前４項により難い場合は、その都度、甲、乙協議

してこれを定めるものとする。 

 

（車両の返還） 

第１１条 甲は、メンテナンスリース期間が満了したときは、速やかに当該車

両を乙に返還するものとする。この場合において、甲が車両の改造を行った

ときは、原状に回復しなければならない。 

２ 車両に通常の使用による損耗以上の損傷、改造等による価値の減少があっ

た場合は、甲は、その損害を乙に賠償する。 

３ 車両の返還は、甲、乙協議して受渡場所及び日時を定めて行うものとする。 

 

（契約の解除） 

第１２条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、このメンテナン

スリース契約を解除することができる。 

 （１）当該車両の所有権名義を甲に通知することなく第三者に移転したと

き。 

 （２）前号の他その責めに帰すべき事由によりこの契約に違反したとき。 

 （３）第２項に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。 

（４）乙が次のいずれかに該当するとき。 

    ア 役員等（法人にあっては非常勤を含む役員、支配人、支店長、営

業所長その他これに類する地位にある者及び経営に実質的に関与して

いる者を、法人格を有しない団体にあっては代表者及び経営に実質的

に関与している者を、個人にあってはその者及びその者の支配人をい



 

 

う。以下この号において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下この号において「暴力

団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この号

において「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

   イ 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下

この号において同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与している

と認められるとき。 

   ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第

三者に損害を加える目的をもって、暴力団員又は暴力団員を利用する

等の行為をしたと認められるとき。 

   エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を

供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関

与していると認められるとき。 

   オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有し

ていると認められるとき。 

 

（違約金） 

第１３条 乙は、前条の規定により契約が解除されたときは、車両ごとのメ

ンテナンスリース料（月額）に、メンテナンスリース期間の月数の合計を

乗じて得た金額の１００分の１０に相当する額を違約金として甲の指定す

る期間内に支払わなければならない。 

 

（談合その他の不正行為に対する甲の解除権） 

第１４条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するとき

は、契約を解除することができる。 

（１）この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する

法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条

若 しくは第１９条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業

者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正

取引委員会が乙に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第

８条の３において準用する場合を含む。）又は第２０条の２から第２０

条の６の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）

を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占

禁止法第６３条第２項の規定により取り消された場合を含む。）。 

（２）納付命令又は独占禁止法第７条、第８条の２若しくは第２０条の規

定に基づく排除措置命令（これらの命令が乙又は乙が構成事業者であ



 

 

る事業者団体（以下「乙等」という。）に対して行われたときは、乙等

に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないと

きは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令

をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。）におい

て、この契約に関し、独占禁止法第３条、第８条第１号若しくは第５

号又は第１９条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があっ

たとされたとき。 

（３）納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第３条又は第

８条第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反

する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約

が、当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が

乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令にお

ける課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）

に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取

引分野に該当するものであるとき。 

（４）この契約に関し、乙（法人の場合にあっては、その役員又は使用人

を含む。）の刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは第

１９８条又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１

号による刑が確定したとき。 

 

（賠償の予約） 

第１５条 乙は、前条各号（同項第４号による刑法第１９８条による刑が確定

したときを除く。）のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否

かにかかわらず、賠償金として、この契約によるメンテナンスリース料（月

額）に、メンテナンスリース期間の月額の合計を乗じて得た金額の１０分の

２に相当する額を甲が指定する期間内に支払わなければならない。メンテナ

ンスリース期間が完了した後も同様とする。 

２ 前項の規定は、甲に生じた損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場

合においては、その超過分について賠償を請求することを妨げるものでは

ない。 

 

（秘密の保持） 

第１６条 甲及び乙は、本契約の履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密

を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。本契約の履行に当た

る乙の使用人も同様の義務を負い、この違反について乙はその責を免れない。 

 



 

 

（遅延利息の徴収） 

第１７条 乙の責めに帰すべき事由により、乙がこの契約に基づく賠償金又は

違約金を指定の期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額にその

期限の翌日から支払の日まで財務大臣の決定する率を乗じて計算した遅延利

息を徴収する。 

２ 甲の責めに帰すべき事由により、甲がこの契約書に基づく第５条の規定に

よるメンテナンスリース料又は賠償金を指定の期間内に支払わないときは、

乙は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで財務大臣が決定

する率を乗じて計算した遅延利息を請求することができる。 

 

（賠償金等の徴収） 

第１８条 乙がこの契約書に基づく賠償金又は違約金を甲の指定する期間内に

支払わないときは、甲は、その支払わない額に前条の利息を付した額と、甲

の支払うべきメンテナンスリース料とを相殺し、なお、不足があるときは追

徴する。 

 

（紛争の解決） 

第１９条 この契約書の各条項において、甲乙協議して定めるものにつき協議

が整わなかった場合において、甲が定めたものに乙が不服があるとき、その

他契約に関して甲乙間に紛争が生じたときは、甲及び乙は、協議の上調停人

を選任し、当該調停人のあっせん、又は調停によりその解決を図る。この場

合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別の定め

をした場合を除き、調停人の選任に係るものは甲乙折半し、その他のものは

それぞれが負担する。 

２ 前項の規定に関わらず、甲又は乙は、必要があると認められるときは、同

項に規定する手続前又は手続中であっても同項の甲乙間の紛争について民事

訴訟法（平成８年法律第１０９号）に基づく訴えの提起又は民事訴訟法（昭

和２６年法律第２２２号）に基づく調停の申立てを行うことができる。 

 

（疑義の解決） 

第２０条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項

については、必要に応じて甲、乙協議して定める。 

 

本契約の証として本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を所持する。 

 

 



 

 

【車両仕様】※納入車両決定後に記載 


